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第1章 総則 

（名称） 

溝之口3丁目町内会規約  

 

第1条 こ の会は、 溝之口3丁目町内会 という 。 

（区域） 

第2条 こ の会の 区域は、  別表に定める 区域 と す る。 

（主たる事務所の所在地） 

第3条  こ の会は、 主たる事務所を「溝之口3丁目公会堂」加古川市加古川町溝

之口294 - 1に置く。 

 

第2章 目的 

（目的） 

第4条 この会は、その地域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、

良好な地城社会の維持及び形成に資する、地域的な共同活動を行うことを目

的とする。 

（事業）

第5条 

 

この会は、前条の目的を達成するため、吹の事業を行う。 

 (1)会員相互の連絡事務に関すること。      

(2)地域の生活環境の改善及び向上に関すること。  

(3)会員相互の親睦活動に関すること。    

(4)会員の福祉厚生に関すること。         

(5)集会施設の管理運営に関すること。       

(6)関係団体への助成に関すること。        

(7)その他目的を達成するために必要な こと。 

 

第3章 会員 

（会員） 

第6条 1.第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべてこの会の会員になるこ

とができる。 

2.第1項に該当しない個人又は団体にあっては、この会の事業を賛助する

ため、賛助会員となることができる。 

（会費） 

第7条 1．会員は、総会において細則①町内会運営規定に定める入会金及び会

費を納入しなければならない。 

2. 賛助会員は、総会において細則①町内会運営規定に定める賛助会費を

納入しなければならない。 

3. 会員に特別な事情がある場合は、会費を減免することができる。 
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（入会）

第8条 

 

 

 

 

（退会） 

 

1. 会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。 

2. この会は、正当な理由のない限り、その区域に住所を有する個人の加入を

拒んではならない。 

3. この会の区域に入居した個人又は団体に対しては、この会は、これらの者に、

この会の町内会規約を配布し趣旨を説明し、加入の案内を行うものとする。 

第９条 1.会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。 2.会員が次 

の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。 

 (1)会の区域内に居住しなくなったとき。 

(2)死亡したとき。            

   (3)会費を3ケ月以上滞納し、かつ催告に応じないとき。 

（除名） 

第10条   会員がこの会の名誉を毀損し、又は設立の趣旨に反する行為をしたときは、総会に

おいて総会員の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この場合

、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

（搬出金品の不返還） 

第 １１ 条  退会し、又は除名された会員がすでに納入した入会金、会費（過納入分を除く）

その他の搬出金品は返還しない。 

 

第4章 役員 

（役員） 

第 12 条 この会に、次の役員を置く。 

1. 会長1名 

2. 副会長2名以内 

3. 会計1名 

4. 会計監査2名 

5. 組長各組に1名 

6. 隣保長各隣保に1名 

（役員の選出） 

第 13 条  役員は、細則②町内会選挙規定に定めるところにより選出し、総会に報告する

。 

（役員の職務） 

第 14 条 1．会長は、この会を代表し、会を統括する。 

     2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたとき 

は、その職務を代行する。      

3.会計は、この会の会計事務を処理する。 
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4.会計監査は、この会の業務及び会計を監査する。 

5.組長は、組の長として組を統括する。 

6.隣保長は、隣保の長として隣保を統括する。 

（役員の任期） 

第 15 条 1．この会の役員の任期は 2 年とし再任を妨げない。 

2. 隣保長については、原則2年とするが、隣保の事情により適宜変更 するこ

とがきる。 

3.役員に欠員が生じたときは、第13条により補充することができる。 

この場合において、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

4.会長は、原則として連統2期(4年）をもって退任とする。 

 

第5章 会議 

（会議の種類） 

第 16条 1．この会の会議は、総会及び役員会とする。 

 2.総会は通常総会と臨時総会とする。 

（会議の構成） 

第 17 条 1．総会は、世帯を代表する会員をもって構成する。但し、第 29 条第 2項、第34

条、第35条に係る議事については別に定める。  

2.役員会は、会長、副会長、会計及び組長をもって構成する。 

（機能） 

第 18 条 1．総会は、次の事項を議決する。 

(1)事業計画及び収支予算に関すること。 

    (2)事業報告及び収支決算に関すること。 

    (3)規約の制定改廃に関すること。 

    (4)役員の選任及び解任に関すること。 

     (5)その他この会の運営に係る重要事項に関すること。 

2. 役員会は、次の事項を議決する。 

(1)総会の議決した事項の執行に関すること。 

(2)総会に付議すべき事項に関すること。 

(3)その他総会の議決に要しない会務の執行に関すること。 

3.第1項に定める事項につき、急施を要するものについては、役員会で議決の

うえ執行し、会長はこれを次の総会において報告し、その承認を求めなければ

ならない。 

（通常総会） 

第 19条 通常総会は、毎年1回開催する。 

（臨時総会） 

第 20条    臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は、会員の 5 分の 1 以上若しくは会計 

監査から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。 
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（役員会）

第21条 

 

（招集） 

 

 

役員会は、会長が必要と認めたとき、又は、役員現在数の2分の1以上

から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。 

第22条 1．総会及び役員会は、会長が招集する。            

 2.会長は、第20条の規定による請求があったときは、その日から30日以

内に臨時総会を招集しなければならない。 

3.会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から10日以内に役

員会を招集しなければならない。                                 

4.総会又は役員会を招集する場合は、総会にあっては会員及び役員に対

し   、役員会にあっては役員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を

記載した書面をもって、少なくとも開会日の  5日前に通知しなければならない

。但し、役員会については、会長が緊急に開催する必要があると認めるときはこ

の限りでない。 

（議長） 

第23条 1．総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。  

2.役員会の議長は、会長がこれに当たる。 

（定足数） 

第24条  総会は、世帯を代表する会員の2分の1以上の出席がなければ開催

することができない。 

但し、第29条第2項、第34条、第35条については別に定める。 

（議決） 

第25条 

 

 

 

（書面表決）

 

1. 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。 

2. 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。 

3.  可否同数のときは、議長がこれを決する。この場合において、議長は、

会員として議決に加わる権利を有しない。 

第26条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、あらかじ

め通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人と

して表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用

については会議に出席したものとみなす。 

（議事録） 

第27条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら

ない。 

(1)会議 の日時及び場所 

(2)会員又は役員の現在数 

(3)会議に出席した会員の数又は役員の氏名（書面表快者及び表決委任

者を含む） 
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(4) 議決の事項 

(5) 識事の経過の概要及びその結果 

(6) 議事録署名人の選任に関する事項 

第6章 資産及び会計 

（資産の構成） 

第28条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

(1) 入会金及び会費 

(2) 寄付金品 

(3) 事業に伴う収支 

(4) 資産から生ずる収支 

(5) その他の収入 

(6) 別表に掲げる資産（別紙町内会保有財産目録） 

（資産の管理） 

第29条 1．資産は、会長が管理し、その方法は、役員会の議決により決める。 

 2．別紙町内会保有財産目録に掲げる資産は、これを処分し、又は担保 
に供することはできない。但し、やむを得ない理由があるときは、総会にお
いて総会員の3分の2以上の同意を得て、これを処分し、又は担保
に供することができる。 

（経費の支弁） 

第30条 この会の経費は、資産をもって支弁する。 

（事業計画及び収支予算） 

第31条 1．この会の事業計画及び収支予算は、総会の議決により定める。    

2.前項の規定にかかわらず、年度開始後において、予算が総会におい

て議決されていない場合は、会長は、総会において予算が議決される日

までの間は、前年度の予算を参考に収入支出をすることができる。 

（事業報告及び収支決算） 

第32条      この会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後2ケ月以内に、

その年度末の財産目録とともに会計監査の監査を受け、又、第31条の

事業計画及び収支予算の案を併せて総会の承認を得なければならな
い。 

（事業年度） 

第33条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 

第7章 規約の変更及び解散 

（規約の変更） 

第34条 この規約は、総会において総会員の3分の2以上の議決を得、かつ

、加古川市長の認可を受けなければ変更することができない。 

（解散及び残余財産の処分） 

第35条 1．この会が総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の3分の2 
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以上の同意を得なければならない。 

2．解散のときに存する残余財産は、総会員の3分の2以上の同意を得 

て、この会と類似の目的を持つ団体に寄与するものとする。 

 

第8章 雑則 

（書類及び帳簿等の備付け） 

第36条   この会の主たる事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書

類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、保有財産目録、その他

必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。 

（委任） 

第37条 この規約の施行については、必要な事項は、役員会の議決を得て別に定め

る。 

 

附則 

（施行期日） 

1. この規約は、平成22年4月1日から施行する。 

（旧規約の廃止） 

2. 旧溝之口3丁目町内会規約は、この規約施行日を持って廃止する。 
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第1 入会金 

細則①溝之口３丁目町内会運営規定  

 

１．入会金は1,000円とする。                           
 ２．新規に町内会に入会するときは、住民台帳用紙に住所・氏名を記入し、上入会 

金を添えて隣保長、組長、会計を経て会長に申し出る。 

 
第2 町内会費（規約第7条） 

１．会費は1か月300円とする。（福祉家庭は本人からの申し出により半額とする）   

２．会費は毎月隣保ごとに隣保長が取りまとめの上、納付書により組長に納付する  

３．組長は毎月26日までに、各隣保分をまとめた上、納付書により会計に納付する  

４．会費は翌月以降の分を前納することができる                  
５．会費を前納した会員が転居等により退会するときは、過納の会費を還付する  
 ６．前納回避の還付請求は、隣保長を経て組長に申し出る、組長は会計から現金を 

受領した上、隣保長を経て当該会員に還付する               
７．賛助会員の会費は町内会の会費と原則同等とする。但し納付先は会計とする 

 

第3 慶弔費 
１．会員に慶弔があったときは、次により祝い金又は香料を贈る 

種 別 対 象 金 額 

出産祝い 世帯主の子、1人につき 5,000円 

香 料 世帯主又はその家族死亡したとき 3,000円 

２．支出方法 

(1) 隣保長は組長を経て会長に申し出る。 
(2) 会計は会長からの通知により支出の上、適宜の方法で該当者に贈呈又はお供えす

る。 

(3) 慶弔費の請求は、慶弔があった日から1年間を有効とする。 

 

第4 役員手当 
１．役員手当は、次の通りとする。 

 

役職名 金 額 役職名 金 額 役職名 金 額 
会 長 200,000円 会計監査 2,000円 総会議長 2,000円 

副会長 60,000円 組 長 20,000円   

会 計 80,000円 隣保長 3,000円   

２．見直し等必要な場合、役員会で諸事情を鑑みて検討し、総会において承認を得る。 

第5 組織構成 
隣保構成は遅延の情勢を鑑みて構成する。 

 
第6 市等から依頼された恒例の業務（規約第4条及び第5条） 

１．広報などの配布 
２．市民納付書の配布 



３．交通災害共済の申し込みの取りまとめ 
４．ごみの排出について         

５．共同募金、日赤募金等の取りまとめ 

 ６．その他 

第7 慣例行事（規約第4条及び第5条） 

１．毎年10月頃を基準に大歳神社の祭礼を行う。                     
２．大歳神社祭礼の際に世帯代表会員各位に粗品を渡す。               
３．町内の環境を図るため、毎年1回を基準に溝之口水利組合と合同で、付近の水路・道 

路の清掃を行う。 
４．町内の各団体間の意思疎通を図ると共に、相互の親睦を深めるため、毎年度当初に各

種団体役員会を開催する。 
５．地区人権啓発学習会を開催する。 
６．その他、関連団体が主催する行事 

第８ 各種団体に対する助成（規約第5条） 
各種団体に対し活動資金の一部として助成金を交付する。 

第９ ごみ集積場所の美化 

１．資源ごみ集積場所の清掃を、月1回、組の輪番により行う。             

２．燃やすごみ集積場の美化のため、ネットの購入・美化啓発看板の設置、また補修を行う。 
（通常の維持管理は利用者が行う） 

第10 その他 
１．公会堂の運営及び保守管理 
２．防犯灯また防犯カメラの設置・撤去および保守管理 
３．町内の公園及び遊具の保守管理 
 
付則 

(施行期日) 
１．この規定は、平成22年4月1日から施行する。 

(改訂履歴） 
１．平成29年4月1日(同年通常総会において)第4の役員手当を改定する 。
２．平成30年5月26日(通常総会において)第4の役員手当を改定する 。 

３．令和3年5月15日(通常総会において)第4の役員手当を改定する。 

４．令和5年5月21日（役員会において）第2の過去改定時の誤記を改訂する。 



 

細則②溝之口3丁目役員選挙規定 

 

溝之口3丁目規約、 第12条及び第13条の規定に基づき役員選挙規定を定める。 

第1    選挙の公示は、 投票日の原則21日前に回覧等で行う

。 

第2  各選挙（選出）の投票要領は、各世帯ごとに投票用紙を配布し、 投票日に公会堂において投
票を行う。 

第3 会長及び会計の選挙要領 

1.  副会長及び各組長が選挙管理委員となり、 投票を含めて選挙若しくは選出を実施する。 
尚、 副会長は選挙管理委員長となる。 

2. 選挙方式は単記無記名投栗とする。 

3. 立候補制とし、 立候補者がない場合、 会員による投票により選出する。 

第4 組長、隣保長の選挙若しくは選出要領 

1. 各組長及び各隣保長が担当地域の選挙管理者となり、 投開票を含めて選挙若しくは選
出を実施する。 

2. 選挙方式は単記無記名投票とする。 但し、 各隣保長選挙は適宜の方法とする。 

第5 各選挙ともすべて再選を妨げない。 

第6  補充選挙。 

補充選挙の選出方法もこの規定に基づいて行う。但し、任期は前任者の残任期とする。 

附則 

（施行期日） 

1. この規定は、  平成22年4月1日から施行する。 

（関連規定などの廃止） 

1. 町内会運営についての慣例事項は、 この規定の施行日をもって廃止する。 

［選出要領表】 

 

 

    

役員名 人員 任期 選出方法 備考 

会長 1名  世帯代表会員の選挙  

副会長 2名以内  会長の指名  

会計 1名 2年 世帯代表会員の選挙  

会計監査 

組長 

2名以内 

9名 

 会長の指名 

各組の世帯代表会員ごとに互選 各組に1名 

隣保長 隣保数 原則2年 各隣保の世帯代表会員ごとに適宜の方法 各隣保に1名 

   で選出  
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溝之口３丁目町内会会計規定 

第1条 本会会計は、すべてこの規定により行う。 

第2条 本規定は、本会の会計を明確に管理し、もって会の運営を円滑にすることを目的とる。 

第3条  会計報告は、本会会則に基づき、会計年度末で締め切り、通常総会で決算報告をし、そ

の承認を得なければならない。 

第4条 新年度予算は、通常総会開催までに作成し、通常総会に提出してその承認を得なけ

ればならない。 

第5条 会費は組長がとりまとめ、町内会普通預金口座へ振り込むこととする。 

振込後、入金の明細書を作成し、会計に報告する。(FAX可） 

第6条 この会は、次の帳簿を備え、保存期間は７年とする。 

(1)現金出納帳    

(2)銀行勘定帳    

(3)収入及び支出明細表 

(4)財産目録 

第7条  この会は、会員から総会終了後に町内会の定める様式により前条の帳簿の閲覧請求

があったときは開示しなければならい。 

第8条 この会の現金、金券等は必要最小限度を除き、金融機関に預金する。 

なお、各預金の残高については、年度末の時点での金融機関の残高証明または預

金通帳により会計監査の確認を受けなければならない。また、会員から町内会の定め

る様式により当該残高証明または預金通帳の閲覧請求があったときは開示しなけれ

ばならい。 

第9条 寄付金は、役員会に報告し承認を得て、収入とする。 

第10条  5万円以上の金銭を支出する場合は役員会の議決を得て、会長の承認を受けて支出

する。支出は、原則として領収書を引き換えに行うものとする。 

第11条 役員は，役員会の承認を得て必要最小限の実質経費の支給を受け取る事ができる。 

第12条  会の活動に要する経費は役員会の承認を得て必要かつ最小限の支出をしなければ 

ならない。 

第13条  収支は、すべて帳簿に記載し、帳簿は、予算の執行状況を把握できるものでなければ

ならない。 

第14条 定期総会に提出する決算報告 書は、必ず会計監査役の監査を受けなければならない。 

1. 平成23年度より施行？ 

2. 平成26年度第3条及び第10条改訂 

3. 平成29年4月1日原本に基づき改訂版増刷 
4. 標記規定の一部を次のとおり改正し、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 



 
 

溝之口３丁目 会計帳簿等閲覧請求書 
 
 

請求年月日      年    月    日 

請 求 者 住所 

     組    隣保 

氏名 

閲覧するもの 

※該当するも
のの番号に〇
を付けてくださ
い。 

(1) 現金出納帳 

(2) 銀行勘定帳 

(3) 収入及び支出明細表 

(4) 財産目録 

⑸ 金融機関の残高証明または預金通帳 

 

（誓約事項） 

1 閲覧者は閲覧する帳簿等に書き加えたり、一部を切り取ったりしません。 

2 閲覧者は閲覧する帳簿等を撮影して第３者に公表しません。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



細則③ 溝之口3丁目公会堂管理運営規定 

 
第1 この規定は、溝之口3丁目公会堂（以下「公会堂」という。）の管理・運営及び使用に関する

事項を定める。 

第 2 ⒈ 公会堂の管理・運営は町内会の役員が当たり、次の業務を行う。 
⑴ 防火管理 
⑵建物・器具及び備品等の保全と整備 
⑶公会堂内の秩序・維持及び使用状況の管理 
⑷使用許可及び使用料金等に関する審議及び決定 
⑸公会堂内外の掃除・美化等の日常業務 

⒉ 管理・運営の責任者は町内会⾧とし、管理人は町内会⾧の 指名した町内会役
員とする。 

⒊ 管理人は、使用に関する業務を担当する。使用状況につい ては、必要に応じ
て管理責任者又は町内会役員会に報告し、その承認を受けなければならない。 

 
第３ 公会堂の使用を希望する者は、責任者を定め、所定の使用申込書により管理人に申込ま

なければならない。但し、町内会が使用する場合は、その手続きを省略することができる。 

 

第４ 管理人は、申込みに対し、調整のうえ賃貸借契約を締結する。但し、使用目的又はその他

の事情を勘案して公会堂を使用することが適当でないと認めたときは、賃貸借契約を締結しな

いことができる。 

 

第５ 地震・台風など自然災害時においては、緊急避難場所として公会堂を開放することができ

る。 

 

第６ 使用者は、細則④公会堂使用心得に定める使用心得を遵守しなければならない。                      

 

第７ 公会堂の使用料は、次の通りとする。 

⑴町内会役員会が認めた団体又はグループ等は無料とする。 

⑵その他使用料については、細則④公会堂使用心得に定める。 

 

第８ 使用者が、この規定及び細則④公会堂使用心得に違反したときは、使用を制限し又は、取

り消すことができる。 

 

第９ 使用者が、建物・器具及び備品等に損傷を与えたときは、その実費の弁償を求める。 

 

第10 使用者の行為によって生じた事故については、原則として使用者の責任とし、管理側はこ

れに対して責任を負わない。 

 

第11 公会堂の維持及び運営の経費は、原則として町内会の会計から支出する。 

 

第12 この規定の改廃は、町内会役員会において行う。 

 

附則 この規定改正は、令和７年４月１日から施行 

 

 

 

 

 



細則④ 溝之口3丁目公会堂使用心得 
 
第1 公会堂を使用するときは、所定の申込書を原則として使用日の前日までに管理人に提出し

てその許可を受けなければならない。但し、月極で使用するときは、契約書を作成してその
定めるところによる。尚、鍵は予め管理人から受領すること。 

 
第2 申し込みの際、原則として使用料及び水道光熱費を前納すること。 
 
第３ 使用が競合したときの優先順位は、町内会の公式行事、月極契約者の使用、町内各種団

体の使用、その他の順とする。但し、選挙投票所として使用する場合は最優先とする。尚、
使用目的が同じ場合は申込み順とする。 

 
第４ 予約取り消しの場合は、前日までに管理人に連絡すること。この場合、前納金を返却する。 
 
第５ 未成年者が使用するときは、成年者が使用責任者となり使用中同席すること。 
 
第６ 使用料金及び使用時間帯は次の通りとする。 

部屋  

時間 

4時間まで ４時間を超え８時間

まで 

８時間を越えると

き 

使用時間 

第1会議室 2,200円 3,300円 5,500円 1日の使用時
間は原則とし
て、午前8時
から午後10
時までとす
る。 

第2会議室 1,100円 2,200円 3,300円 

和 室 1,100円 2,200円 3,300円 

 

備 考 

 

⒈ 月極使用については、個別に役員会において決める。 
⒉ 町内会の行事及び役員会で認めた諸団体は無料とす

る。 
３．水道光熱費については、延長・短期使用の場合は徴収し

ない。 

 

第７ 使用にあたっては、管理人の指示に従うとともに、次の各事項を遵守すること。 

 ⑴ 使用目的以外の使用や、使用権の転貸をしないこと。 

 ⑵ 火災予防には万全を期し、特に喫煙には特別の注意を払うこと。 

 ⑶ 設備・備品の取り扱いに注意し、その保全に協力すること。 

 ⑷ 机・座ぶとん等を使用したときは、使用後は必ず元へ戻すこと。 

 ⑸ 湯水の使用は公会堂使用に含まれるが、使用後は特に火気に万全の注意を払うこと。 

 ⑹ 使用後は使用場所の清掃を行うこと。 

 ⑺ 公序良俗に反し、又近隣民家に迷惑を及ぼさないこと。 

 

第８ 使用終了後、責任者は次の事項を確認した後、鍵を管理人に返すこと。 

⑴  窓等の施錠がすべて完全であること。 

⑵  煙草の吸殻は所定の場所に集めてあり、火災発生の心配の無いこと。 

⑶  ガスの元栓は完全にしめられていること。 

⑷  ストーブを使用したときは完全に消火されていること。 

⑸  電気の電源がすべて切られていること。 

⑹ 最終出口（玄関）の鍵がかけられていること。 

 

第９ 原則として宿泊は認めない。 

 

附則 この心得の改正は、令和 年 月 日から施行する。 

 



溝之口３丁目町内会  個人情報取扱規程 
（目的） 

第１条 この取扱規程は、溝之口３丁目町内会（以下「本会」という。）が保有する個人情報につい

て適正な取扱いを確保することを目的として定めます。 

（責務） 

第２条 本会は、個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）等を遵守するとともに、自治会

町内会活動において個人情報の保護に努めます。 

（周知） 

第３条 本会は、この取扱規程を、総会資料又は回覧あるいはホームページに掲載して会員に周

知します。            

（管理者） 

第４条 本会における個人情報の管理者は、会長とします。 

（取扱者） 

第５条 本会における個人情報の取扱者は、副会長、会計、組長及び隣保長とします。 

（秘密保持義務） 

第６条 個人情報の管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知ら

せ、又は不当な目的に使用しません。その職を退いた後も同様とします。 

（個人情報の取得） 

第７条 本会は、会長が会計を通じて住民台帳（様式１）などを会員又は会員になろうとするもの

から受理することにより、個人情報を取得します。 

２ 本会が会員から取得する個人情報は、氏名（家族、同居人を含む）、生年月日、住所、電話番

号その他連絡事項などで会員が同意する事項とします。 

（利用） 

第８条 本会が保有する個人情報は、次の各号に掲げる活動等に際して利用します。 

（１）会費の請求、管理、その他文書の送付など 

（２）会員名簿の作成及び会の区域図の作成 

（３）出産祝い等の対象者の把握 

（４）災害等の緊急時における支援活動 

（５）災害時に備えた要援護者との日頃からの関係づくり 

（管理） 

第９条 個人情報は、会長又は会長が指定する役員が保管し、適正に管理します。 

２ 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに復元不可能な状態にして廃棄します。 

（提供） 

第10条 個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者（委託・

共同利用の相手方を除く。）に提供しません。 

（１）会員本人から個人情報を取得する際に伝えて同意を得ている範囲で提供する場合 

（２）法令に基づく場合 

（３）人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合 

（４）公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合 

（５）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行する



ことに対して協力する必要がある場合 

（第三者提供に係る記録の作成等） 

第11条 管理者は、個人情報を第三者（県・市役所を除く。）に提供したときは、法第29条に定め

る第三者提供に係る記録を作成し、保存します。 

（第三者提供を受ける際の確認等） 

第12条 管理者及び取扱者は、第三者（県・市役所を除く。）から個人情報の提供を受けるに際し

ては、法第30条に定める第三者提供を受ける際の確認を行い、記録を作成し、保存します。 

（開示） 

第13条 会員は、第７条の規定に基づき保有している会員本人の個人情報について管理者に対

し開示を請求することができます。 

２ 管理者は、会員本人から会員本人の個人情報の開示について請求があったとき、法第33条

第２項に該当する場合を除き、本人に開示します。 

（個人情報の訂正等） 

第14条 会員は、第７条に基づき提供した会員本人の個人情報について管理者に対し訂正等を

求めることができます。 

２ 前項の請求があった場合、管理者は直ちに該当する個人情報の訂正等を行います。ただし、

各会員にすでに配付されている会員名簿等は、訂正等について会員に連絡することをもって

これに替えることができるものとします。 

（漏えい発生時等の対応） 

第15条 取扱者は、個人情報を漏えい、滅失、き損等の事案の発生又はその兆候を把握した場

合は、管理者に連絡します。この場合において管理者は、事実及び原因の確認、被害拡大の

防止、影響を受ける本人への連絡、再発防止等の対応を行います。また、その情報が個人の

権利や利益を侵害するおそれが大きいときは、速やかに個人情報保護委員会に報告すること

とします。 

（開示請求及び苦情相談窓口） 

第16条 本会における、開示請求及び苦情相談窓口は、会長とします。 

（附則） 

この規程は、令和７年４月１日から施行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式１） 

記入日    年  月  日 

住 民 台 帳 
（溝之口3丁目町内会） 

    組   隣保 

 
【世帯主】 

氏名（ふりがな） 

 

住所 

 

 生年月日 大・昭・平・令和   年  月   日 

（☎    -       -         ） 

敬老 

対象 

 

【同居家族】 
氏名(ふりがな) 生 年 月 日 摘 要 敬老

対象 
 大 昭 

平 令    年   月   日 
  

 大 昭 
平 令    年   月   日 

  

 大 昭 
平 令    年   月    日 

  

 大 昭 
平 令    年   月   日 

  

 大 昭 
平 令    年   月   日 

  

 大 昭 
平 令    年   月   日 

  

転 入   令和   年   月   日 

転 出   令和   年   月   日 

１ この台帳は、溝之口3丁目個人情報取扱規程（以下「規程」という。）に従い、⑴会費

請求、管理、その他文書の送付など、⑵会員名簿の作成及び会の区域図の作成、

（３）出産祝い等の対象者の把握、（４）災害等の緊急時における支援活動、（５）災害

時に備えた要援護者との日頃からの関係づくりに利用し、適正に管理します。 

２ 台帳に記載された情報は、規程第１０条に定める場合を除き、本人の同意を得ずに

第三者に提供しません。 

３ 記入についてご都合の悪い欄がございましたら、記入していただかなくても結構です。 

 ２０２５０４０１ 



 


